
 

はちのへビジネスプランコンテスト 2025 募集要項 

 

 

【１．コンテスト趣旨】 

「はちのへビジネスプランコンテスト 2025」は、地域活性化や社会課題の解決に資する新たな創業や

事業の創出を後押しし、地域における創業機運を醸成することを目的として開催します。 

 

【２．募集テーマ】  

本コンテストでは、「地域活性化」または「社会課題※の解決」に資するビジネスプランを募集します。 

※社会課題：地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等の活性化関連、買物弱者支援、地域交通

支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連など 

 

テーマに沿った取組例（参考） 

• 地元食材を活用した新しい商品開発・ブランド展開 

• 観光客・移住者を呼び込む体験型サービスや地域 PR 事業 

• 高齢者・子育て世帯などを支援する地域福祉・共助モデル 

• 地域の空き家・遊休施設を活用したリノベーションビジネス 

• 環境負荷を減らすサステナブルな製品・サービスの開発 

• 地域の若者・学生が関わる人材育成・教育連携プロジェクト 

 

【３．応募資格】  

応募できるのは、八戸圏域連携中枢都市圏（八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷

村・おいらせ町）に住民票を有し、以下のいずれかに該当する方です。 

1. 八戸圏域連携中枢都市圏でおおよそ 1年以内に創業を予定している方 

2. 八戸圏域連携中枢都市圏に事業所を有する令和 6年 4月 1日以降の創業者 

 

また応募者は以下すべての要件を満たすことが必要です。 

① 納付すべき市町村税の滞納がないこと。 

② 応募者及びその関係者は、政治的・宗教的活動を目的とする団体でないこと、暴力団等反社会的勢

力でないこと、並びに公序良俗に反する行為を行わないこと 

③ 応募プランが他のビジネスプランコンテスト等で入賞していないこと。 

④ 書類審査を通過した場合、3月 14 日の最終審査に出席できること。 

 



 

【４．応募方法】  

所定の提出物を、メールまたは郵送にて提出してください。 

• 提出物：指定書式の「応募用紙」および「宣誓・同意書」 

• 提出先：はちのへ創業・事業承継サポートセンター 

※データ化が難しい場合には、紙媒体により直接持参してください。 

 

 

 

 

  

 

【５．募集期間・スケジュール】  

• 募集期間：2025 年 11 月 25 日（火）〜2026 年 1月 26 日（月）午後 5時必着 

• 一次審査結果通知：2026 年 2月 9 日 

• コンテスト開催（最終審査会・表彰式）：2026 年 3 月 14 日（土） 

• 発表者数：最終審査会には 5組を選出予定 

 

【６．審査方法】  

一次審査（書類審査） 

• 提出物：指定書式「応募用紙」 

• 記載内容：応募者概要、ビジネスプラン概要、事業収支計画、地域貢献度など 

• 形式：Word または PDF 

• 提出方法：メールまたは郵送 

 

最終審査（当日プレゼンテーション） 

• 提出物：自由書式によるプレゼン資料 

• 形式：PowerPoint 形式を推奨（8枚程度） 

• 内容例：課題設定、解決策、ビジネスモデル、収益計画、将来展望、地域への波及効果など 

• 発表時間：1組あたり 10分（質疑応答は別途） 

 

審査のポイント 

 ビジネスプランに対し、次の観点について評価を行い選考します。 

• 社会的意義・地域貢献度 

【応募用紙提出先】 

郵 送  〒031-8511 八戸市堀端町 2-3 八戸商工会館１F 

はちのへ創業・事業承継サポートセンター 

メール  8sapo-hachinohe@8cci.or.jp  



 

• 実現可能性 

• 収益性・持続可能性 

• 独自性・革新性 

 

【７．表彰・特典】 

• 最優秀賞 （賞金 30 万円）1組 

• 優秀賞  （賞金 10 万円）1組 

• 奨励賞  （賞金 5万円）1組 

• 協賛企業賞 ※予定 

 

【８．注意事項】  

• 応募に係る費用はすべて応募者の負担とします。 

• 一次審査を通過した応募者は 2026 年 3月 14 日（土）に開催されるコンテストに必ず出席いただ

きます。 

• 応募プランに関する知的財産権は応募者に帰属します。提出するプランは、第三者の著作権やそ

の他の知的財産権を侵害していないことを確認の上、応募ください。 

• 一次審査を通過したプラン概要を公表予定です。またコンテストは原則、公開とし、写真撮影等

を行います。公表によって生じたトラブルについて主催者は一切の責任を負いません。 

• 審査結果に対する個別の問い合わせにはお答えしません。 

• 応募内容に虚偽があった場合には失格、受賞取消しとする場合があります。 

 

【９．主催者】 

はちのへ創業・事業承継サポートセンター（設置者：八戸市、運営受託者：八戸商工会議所） 

 

 

【問い合わせ先】 

〒031-8511 八戸市堀端町 2-3 八戸商工会館１F 

はちのへ創業・事業承継サポートセンター（８サポ） 

TEL：0178-51-9593 mail：8sapo-hachinohe@8cci.or.jp 

（受付時間 9:00～12：00、13:00～17:30 ※土日祝は受け付けておりません。） 

 


